
平成２７年７月２４日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づき報告のあった重大製品事

故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

石油ストーブ（開放式）に関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照）

１．ガス機器・石油機器に関する事故 １件

（うち石油ストーブ（開放式）１件）

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、

製品起因が疑われる事故 ４件

（うちバッテリー（リチウムイオン、電動アシスト自転車用）１件、

食器洗い乾燥機（ビルトイン式）１件、扇風機１件、照明器具１件）

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、

製品起因か否かが特定できていない事故 ５件

（うちＡＣアダプター（携帯電話機用）１件、電気カーペット１件、

延長コード１件、空気清浄機１件、ライター（使い切り型）１件）

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議（※）

において、審議を予定している案件

該当案件無し

１．～４．の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会及び消費経済審議会

製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

５．留意事項

これらは消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づく報告内容の概要で

あり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原

因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進

展等により、変更又は削除される可能性があります。



６．特記事項

株式会社コロナが製造した石油ストーブ（開放式）について（管理番号A201500261）

①事故事象について

株式会社コロナが製造した石油ストーブ（開放式）の給油タンクに給油後、当該製

品に戻す際に灯油がこぼれ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。

当該製品を含む２０００年（平成１２年）以前に製造された石油ストーブ及び石油

温風暖房機（石油ファンヒーター）（下記③）に付属するカートリッジタンク（よご

れま栓タンク）については、長期間の使用による給油口の変形などの要因により、給

油口がロックされたと使用者が誤認する「半ロック状態」になる事象が発生すること

が確認されています。

当該事故の原因は、現在、調査中ですが、給油作業時に、給油タンクの給油口が「半

ロック状態」で維持されていたことで、当該製品に戻す際に蓋が開き、灯油がこぼれ

て火災が発生したものと考えられます。

②再発防止策について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、事故の再発防止を図るため、

２００８年（平成２０年）９月１７日にプレスリリース及びホームページへの掲載、

翌１８日に社告を行い、また、販売店の店頭及び消費者へのアフターサービス訪問時

におけるチラシ配布、テレビＣＭ等により、石油ストーブに付属するカートリッジタ

ンク（よごれま栓タンク）使用時の注意喚起をするとともに、２０００年（平成１２

年）以前に製造された石油ストーブ等の給油タンクについて、無償点検・修理（給油

口蓋の半ロック状態を防止するため、蓋の開閉ちょうつがい部にスプリング機能を追

加）を実施しています。さらに、平成２３年２月から、これまでの対策に加え、灯油

販売所への店頭チラシの配布、同社の石油暖房機器全般の販売時におけるチラシの同

梱を行い、引き続き、注意喚起及び啓発ＰＲを実施しています。

③対象製品：対象製品名、機種・型式、製造期間、製造台数

・対象製品名：コロナ石油ストーブ等に付属のカートリッジタンク（よごれま栓タ

ンク）

・機種・型式：２０００年（平成１２年）以前に製造されたコロナ石油ストーブ等

で、次の表に示す型式に該当するもの

・製造期間：１９８７年～２０００年



・製造台数：石油ストーブ ２，０９０，０００台

石油ファンヒーター ４，２７０，０００台

計 ６，３６０，０００台

２００８年（平成２０年）９月１７日からリコール（無償点検・修理）を実施

改修率：１．７％（２０１５年６月３０日時点）



＜リコール対象製品での事故件数＞

当該事故（管理番号A201500261）発生以前の、２０１０年度以降同社が製造した

当該製品におけるリコール対象の内容による事故の件数は、次のとおりです。これ

らは、消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づき報告を受けたものです。

年度 事故件数 被害状況 年度 事故件数 被害状況

2014年度 3 火災 2011年度 0 －

2013年度 1 火災 2010年度 1 火災･軽傷1名

1 火災

2012年度 1 火災

＜対象製品の外観＞

（写真はＳＸ－Ｄ２７ＷＹＡ） （当該製品の給油タンク）

＜対象製品の確認方法＞



④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ製造事業者の行う無償点検・修理を受けていない方は、

速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

また、事業者による点検・修理を受けられるまでの間は、次の図に従って、給油口

蓋が確実にロックしていることを御確認ください。

当該製品に限らず、石油ストーブ等に給油する際には、石油ストーブ等を必ず消火

した上で、給油タンクの蓋を確実に締め、蓋が締まっていることを確認して、石油ス

トーブ等に戻すよう、正しい給油方法に従って安全に給油を行ってください。

【問合せ先】

株式会社コロナ お客様相談窓口

電 話 番 号：０１２０－６２３－２３８

受 付 時 間：９時～１７時（土・日・祝日・年末年始及び同社休業日を除

く。）

ウェブサイト：http://www.corona.co.jp/report/oshirase.html

（本発表資料の問合せ先） 消費者庁消費者安全課

（製品事故情報担当） 担 当：木原、清重

電 話：03-3507-9204（直通）

ＦＡＸ：03-3507-9290

（株式会社コロナが製造した石油ストーブ（開放式）についての発

表資料に関する問合せ先）

経済産業省商務流通保安グループ製品安全課製品事故対策室

担当：下出、鈴木、植杉 電 話：03-3501-1707（直通）

ＦＡＸ：03-3501-2805



■消費生活用製品の重大製品事故一覧 別　　　紙

１．ガス機器・石油機器に関する事故（製品起因か否かが特定できていない事故を含む。）
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 機種・型式 事業者名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201500261 平成27年2月4日 平成27年7月21日
石油ストーブ（開放
式）

SX-D27WYA 株式会社コロナ 火災

当該製品の給油タンクに給油後、当該製品に
戻す際に灯油がこぼれ、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。
事故原因は、現在、調査中であるが、給油作
業時に、給油タンクの給油口が「半ロック状
態」で維持されていたことで、当該製品に戻す
際に蓋が開き、灯油がこぼれて火災が発生し
たものと考えられる。

愛知県

平成20年9月
17日からリコー
ルを実施（特記
事項を参照）
改修率：1.7％
事業者が重大
製品事故とし
て認識したの
は平成27年7
月16日
平成27年7月
16日に消費者
安全法の重大
事故等として
公表済

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 機種・型式 事業者名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201500260 平成27年5月27日 平成27年7月21日
バッテリー（リチウ
ムイオン、電動アシ
スト自転車用）

SF4641290NS-
7S1P

株式会社THE NeO
（輸入事業者）

火災
当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼
損する火災が発生した。現在、原因を調査
中。

京都府

事業者が重大
製品事故とし
て認識したの
は平成27年6
月2日報告書
の提出期限を
超過しているこ
とから、事業者
に厳重注意

A201500264 平成27年7月7日 平成27年7月21日
食器洗い乾燥機
（ビルトイン式）

NP-5800BP
松下電器産業株式会
社（現　パナソニック
株式会社）

火災
当該製品を使用中、当該製品を焼損する火
災が発生した。現在、原因を調査中。

大阪府
製造から15年
以上経過した
製品

A201500266 平成27年7月9日 平成27年7月21日 扇風機 F-GA301
パナソニック エコシス
テムズ株式会社
（輸入事業者）

火災
学校で当該製品を焼損し、周辺を汚損する火
災が発生した。現在、原因を調査中。

東京都 　



２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故（続き）
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 機種・型式 事業者名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201500267 平成27年7月7日 平成27年7月22日 照明器具 HD7178
松下電工株式会社
（現　パナソニック株
式会社）

火災
神社で当該製品を使用中、当該製品及び周
辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を
調査中。

大阪府

製造から30年
以上経過した
製品
平成27年7月
16日に消費者
安全法の重大
事故等として
公表済



３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A201500262 平成27年7月7日 平成27年7月21日
ACアダプター（携帯
電話機用）

火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用
状況を含め、現在、原因を調査中。

福岡県

平成27年7月16日に
消費者安全法の重
大事故等として公表
済

A201500263 平成27年7月5日 平成27年7月21日 電気カーペット 火災
当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し
た。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

兵庫県 　

A201500265 平成27年6月19日 平成27年7月21日 延長コード 火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用
状況を含め、現在、原因を調査中。

神奈川県

事業者が重大製品
事故として認識した
のは平成27年7月9
日

A201500268 平成27年7月7日 平成27年7月22日 空気清浄機 火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出
火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

千葉県 　

A201500269 平成27年6月8日 平成27年7月22日
ライター（使い切り
型）

火災
死亡1名

当該製品を使用後、衣服のポケットに入れていたところ、衣服が
燃えて火傷を負い、病院で死亡した。事故発生時の状況を含め、
現在、原因を調査中。

兵庫県

事業者が重大製品
事故として認識した
のは平成27年7月13
日

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故調査判定合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し



バッテリー（リチウムイオン、電動アシスト自転車用）（管理番号：A201500260) 

 
 

 

 

食器洗い乾燥機（ビルトイン式）（管理番号：A201500264) 

 



 

扇風機（管理番号：A201500266) 

 

 

 

 

照明器具（管理番号：A201500267) 
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